
市第 24 号 

 

市第24号議案 

   公衆浴場法施行条例の一部改正 

 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和３年９月10日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

 公衆浴場法施行条例（平成24年９月横浜市条例第46号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１第２項第６号を次のように改める。 

(6) 浴槽水の消毒は、規則で定める基準によること。ただし、こ

れにより難い場合であって、他の適切な衛生措置を行うことを

条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。 

 別表第１第２項第14号中「調整箱」を「調節箱」に、「消毒する

」を「消毒を行う」に改め、同項第22号中「10歳」を「おおむね７

歳」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表第１

第２項第14号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 浴槽水の消毒に係る衛生措置の基準を規則で定めることにより公

衆衛生上の危害の発生をより一層防止する等のため、公衆浴場法施

行条例の一部を改正したいので提案する。 
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市第 24 号 

 参  考  

   公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 ） 

   （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  衛 生 措 置 の 基 準 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

   浴 槽 水 の 消 毒 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に よ る こ と 。 た だ し 、 こ 
 (6)  
   浴 槽 水 の 消 毒 に 当 た っ て は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用 し 、 浴 槽 水 中 

  れ に よ り 難 い 場 合 で あ っ て 、 他 の 適 切 な 衛 生 措 置 を 行 う こ と を 
  の 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 は 、 頻 繁 に 測 定 し 、 １ リ ッ ト ル 中 0.2 ミ リ 

  条 件 と し て 市 長 が 適 当 と 認 め た と き は 、 こ の 限 り で な い 。    
  グ ラ ム 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 原 湯 若 し く は 原 水 の 性 質 そ の 

                                                              
  他 の 条 件 に よ り 塩 素 系 薬 剤 が 使 用 で き な い 場 合 、 原 湯 若 し く は 

                                                              
  原 水 の 水 素 イ オ ン 濃 度 が 高 く こ の 基 準 を 適 用 す る こ と が 不 適 切 

                                                              
  な 場 合 又 は 他 の 消 毒 方 法 を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 他 の 適 切 な 

                                                              
  衛 生 措 置 を 行 う こ と を 条 件 と し て 市 長 が 適 当 と 認 め た と き は 、 

                        
  こ の 限 り で な い 。 

   （ 第 ７ 号 か ら 第 13 号 ま で 省 略 ） 

 (14)  洗 い 場 又 は シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 湯 栓 へ 湯 を 送 る た め の 

  調 節 箱                   消 毒 を 行 う 
     は 、 １ 年 に １ 回 以 上 、 定 期 的 に 清 掃 及 び      こ と 
  調 整 箱                   消 毒 す る 

  。 

   （ 第 15 号 か ら 第 21 号 ま で 省 略 ） 

   お お む ね ７ 歳 
 (22)        以 上 の 男 女 を 混 浴 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 市 長 
   10 歳 

  が 利 用 形 態 か ら 風 紀 上 支 障 が な い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で 

  な い 。 

14




